
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
十
九
条

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
に
確
認
さ
れ
た
も
の

と
す
る
。

第
十
九
条

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
に
確
認
さ
れ
た
も
の

と
す
る
。

症

状

期

間

症

状

期

間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

血
栓
症
（
血
栓
塞
栓

症
を
含
む
。）（
血
小

板
減
少
症
を
伴
う
も

の
に
限
る
。）

二
十
八
日

血
栓
症
（
血
栓
塞
栓

症
を
含
む
。）（
血
小

板
減
少
症
を
伴
う
も

の
に
限
る
。）

二
十
八
日

心
筋
炎

二
十
八
日

（
新
設
）

（
新
設
）

心
膜
炎

二
十
八
日

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外特第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
八
十
九
号

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
同
法
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
二
月
六
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之




